次のとおり制限付き一般競争入札を実施します。

　平成２２年　７月　７日

社会福祉法人　太　陽

理事長　　榊原千恵美
1． 入札に付する事項

（1） 工事名　　（仮称）あさひ保育園　新築工事

（2） 工事場所　　半田市西大矢知町４丁目６１－１ほか

（3） 工事概要　　建築一式工事

保育園園舎新築

敷地面積　２,４８５ｍ2

木造平屋建　建築面積　３８３．６８ｍ2

延床面積　３４０．５０ｍ2

電気設備工事　一式、空調設備工事　一式、機械設備工事　一式、

外構工事　一式

（4） 工期　　工事請負契約締結日の翌日から平成２３年　１月３１日まで

（5） 予定価格　　金　９４，２９０，０００円

（うち消費税及び地方消費税の額　　金4,490,000円

2． 競争参加資格

本入札に参加できる者は、次の各号に定める要件をすべて満たしていること。

（1） 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条の規定により、建築一式工事について特

定建設業の許可を受けている者で、半田市もしくは、阿久比町の当該工事における競争入札参加資格者であること。

（2） 建設共同企業体でないこと。

（3） 半田市内もしくは、阿久比町内に本店、支店又は営業所登録を有し、当該支店又は営業

所に契約締結の権限を委任された代理人を置いている者。

（4） 平成２２年度及び平成２３年度の愛知県建設部における入札参加資格の認定において、

認定された建築工事業の総合点数が８００点以上であること。

（5） 入札参加申込書の提出日から当該工事の落札決定までの間、半田市もしくは、阿久比町

指名審査等事務取扱要綱に基づく指名停止措置又はこれに準ずる措置を受けていないこと。

（6） 建設業法に基づき現場代理人、主任技術者及び監理技術者を適正に配置できること。

（7） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更生手続開始の申立て

がなされていない者、又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定による再生手続開始の申立てがなされていない者であること。

ただし、会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者、又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者は、当該申立てがなされなかった者とみなす。

（8） 平成１７年４月１日から平成２２年３月３１日までの間に、半田市内に本店、支店又は

営業所登録するものは半田市、阿久比町内に本店、支店又は営業所登録するものは阿久比町との間に、１件あたりの契約金額が１千万円以上の建築一式について、元請として完了した実績を有していること。

なお、共同企業体の構成員としての実績については、出資比率が２０％以上の工事に限るものとし、出資比率に応じて算定する。

3． 入札参加申請書等の配布

入札参加申請に係る書類は、下記の日時、場所において配布する。

（1） 期　間　　平成２２年　７月　７日（水）から平成２２年　７月１６日（金）まで

午前９時から正午まで
（2） 場　所　　ＮＡＲＵＴＡ建築事務所

4． 設計図・設計書の閲覧

（1） 期　間　　平成２２年　７月　７日（水）から平成２２年　７月１６日（金）まで

午前９時から正午まで

（2） 場　所　　ＮＡＲＵＴＡ建築事務所

5． 入札参加申請書の受付

（1） 期　間　　平成２２年　７月１５日（木）から平成２２年　７月１６日（金）まで

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時を除く）

（2） 場　所　　ＮＡＲＵＴＡ建築事務所

（3） 入札参加申請書は、持参し提出するものとする。

（4） 入札参加申請書類

1 制限付き一般競争入札参加申請書（指定様式）　１部

2 工事の施工実績調書（指定様式）　　　　　　　１部

· 契約書の写し等、工事実績が確認できる書類を添付のこと。

3 共同企業体の工事実績については、出資割合が確認できる書類を添付のこと。

4 配置予定の技術者に関する調書（指定様式）　　１部

6． 参加資格の審査及び決定

入札参加申請書に基づく参加資格は、社会福祉法人太陽において審査し決定する。

7． 制限付き一般競争入札参加資格審査結果通知書の交付等

（1） 日　時　　平成２２年　７月２０日（火）

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時を除く）

（2） 場　所　　ＮＡＲＵＴＡ建築事務所

（3） 設計図書類の配布

審査の結果、入札参加資格【有】と認定された者には設計図書類の配布を行う。

8． 質疑の提出

設計図に対する質疑があるときは、下記要領にて行う。
（1） 受付日時　　平成２２年　７月２８日（水）午前９時まで

（2） 受付方法　　mailにより提出すること。（e-mail:kanji@naruta.jp）

　　　　　　　　　※　入札参加者は予め上記アドレスに担当者のアドレスを告知すること。

　　　　　　　　　※　質疑は添付ファイルは避け、テキストで書くこと。添付したいファイルがある場合はファイル転送サービス等を利用すること。

　　　　　　　　　※　電話、ファックス等の質疑は受け付けない。

9． 質疑の回答

質疑に対する回答は、１～2日毎に順次担当者全員のアドレスに返信し、最終回答は7月28日午後5時までに配信する。

尚、重複した質問には回答しません。

10． 入札の日時及び場所

（1） 日　時　　平成２２年　８月　４日（水）　午後２時

（2） 場　所　　半田市福祉文化会館　社会適応訓練室

11． 入札保証金

免除

12． 入札方法等

（1） 入札は、入札参加資格者が入札書を持参することにより行うものとし、郵送又は電送に

よるものは受け付けない。

（2） 入札回数は１回とする。

（3） 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の５に相当する

額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）を以って落札価格とするので、入札者は契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

（4） 入札参加者は、入札に際し工事費内訳書（指定様式）を提出すること。

13． 落札者の決定

（1） 予定価格の制限の範囲内で、最低の価格を以って入札したものを落札者とする。

（2） 同額の入札を行った入札参加者が２社以上いる場合は、くじにより落札者を決定する。

予備抽選を行った後、本抽選を行うものとする。

14． 入札の無効

次のいずれかに該当する場合は、入札を無効とする。

（1） 入札参加者の資格を有しない者の行った入札

（2） 所定の日時までに所定の場所に持参しない入札

（3） 入札に対して談合等により不正行為があった入札

（4） 同一事項の入札に対し、２以上の意思表示をした入札

（5） 記名及び押印のない入札

（6） 入札者の記載事項が確認できない入札

（7） 工事費内訳書の提出のない入札

15． 契約の時期

落札者は、落札決定後速やかに本契約を締結する。

16． 支払条件等

（1） 前払い金

契約時、　契約金額の５％
（2） 部分払い

1回、　　契約金額の２０％
（3） 工事完了後支払い

※　補助金の入金確認後、７日以内に残金を支払う。
17． その他

（1） 提出書類に係る作成費用は、提出者の負担とする。

（2） 提出された書類は返却しない。また、原則として公表せず、無断で使用することはしな

いものとする。

（3） 現場説明会は実施しない。

18． 本件に関する問合せ先

ＮＡＲＵＴＡ建築事務所　　成田完二

半田市宮本町５丁目３１８－１

電話　０５６９－２３－４０４１

ＦＡＸ　　　　　２３－４０４７

Ｅメール　　　kanji@naruta.jp
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